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１【提出理由】 

 平成25年３月14日開催の本投資法人投資主総会において、本投資法人の「規約」及び「資

産運用の対象及び方針」等の変更が承認されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項

並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第１項及び同条第２項第３号の

規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 

 

２【報告内容】 

（１）変更の内容についての概要 
   （下線は変更部分） 

 変    更    前 変    更    後 

第６条（発行可能投資口総口数） 第６条（発行可能投資口総口数） 

１．    （省略） １．   （現行どおり） 

２．本投資法人が発行する投資口の

発行価額の総額のうち、国内に

おいて募集される投資口の発行

価額の占める割合は、100分の

50を超えるものとする。 

２．本投資法人の投資口の発行価額

の総額のうち、国内において募

集される投資口の発行価額の占

める割合は、100分の50を超え

るものとする。 

３．    （省略） ３．   （現行どおり） 

第14条（金銭の分配の方針） 第14条（金銭の分配の方針） 

１．分配方針 １．分配方針 

（省略）  （現行どおり） 

２．利益を超えた金銭の分配 ２．利益を超えた金銭の分配 

本投資法人は、以下の場合、出

資の戻しとして分配可能金額を

超えて金銭で分配することがで

きる。但し、社団法人投資信託

協会の規則等において定める額

を限度とする。 

本投資法人は、以下の場合、出

資の戻しとして分配可能金額を

超えて金銭で分配することがで

きる。但し、一般社団法人投資

信託協会の規則等において定め

る額を限度とする。 

(1)～(2) （省略） (1)～(2)(現行どおり） 

３．分配金の分配方法 ３．分配金の分配方法 

（省略）  （現行どおり） 

４．分配金の除斥期間等 ４．分配金の除斥期間等 

（省略）  （現行どおり） 

資産運用の対象及び方針 資産運用の対象及び方針 

日本ビルファンド投資法人（以下「本

投資法人」という。）規約第10条に基

づき別に定める資産運用の対象及び方

針（以下「本運用方針」という。）

は、次のとおりとする。 

日本ビルファンド投資法人（以下「本

投資法人」という。）規約第10条に基

づき別に定める資産運用の対象及び方

針（以下「本運用方針」という。）

は、次のとおりとする。 

Ⅰ．資産運用の基本方針 Ⅰ．資産運用の基本方針 

（省略）  （現行どおり） 

Ⅱ．資産運用の対象とする資産の種

類、目的及び範囲等 

Ⅱ．資産運用の対象とする資産の種

類、目的及び範囲等 

（省略）  （現行どおり） 

Ⅲ．投資制限 Ⅲ．投資制限 

（省略）  （現行どおり） 

Ⅳ．組入資産の貸付けの目的及び範囲 Ⅳ．組入資産の貸付けの目的及び範囲 

（省略）  （現行どおり） 

Ⅴ．法令・規則等の遵守 Ⅴ．法令・規則等の遵守 

本投資法人の運用資産は、本運用方

針の定めのほか、投信法並びに関係

法令及び社団法人投資信託協会に定

める規則等（改正を含む。）を遵守

し運用するものとする。 

本投資法人の運用資産は、本運用方

針の定めのほか、投信法並びに関係

法令及び一般社団法人投資信託協会

に定める規則等（改正を含む。）を

遵守し運用するものとする。 
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変    更    前 変    更    後 

資産評価の方法及び基準 資産評価の方法及び基準 

日本ビルファンド投資法人（以下「本

投資法人」という。）規約（以下「本

規約」という。）第12条第１項に基づ

き別に定める資産評価の方法及び基準

（以下「本評価基準」という。）は、

次のとおりとする。 

日本ビルファンド投資法人（以下「本

投資法人」という。）規約（以下「本

規約」という。）第12条第１項に基づ

き別に定める資産評価の方法及び基準

（以下「本評価基準」という。）は、

次のとおりとする。 

Ⅰ．資産評価の原則 Ⅰ．資産評価の原則 

（省略）  （現行どおり） 

Ⅱ．基準日 Ⅱ．基準日 

（省略）  （現行どおり） 

Ⅲ．資産評価の方法及び基準 Ⅲ．資産評価の方法及び基準 

本投資法人の資産評価の方法及び基

準は、次のとおり運用資産の種類毎

に定める。 

本投資法人の資産評価の方法及び基

準は、次のとおり運用資産の種類毎

に定める。 

(1)～(7) （省略） (1)～(7)(現行どおり） 

(8) デリバティブ取引に係る権利 (8) デリバティブ取引に係る権利 

①  （省略） ① （現行どおり） 

② 取引所の相場がないデリ

バティブ取引により生じ

る債権及び債務 

市場価格に準ずるもの

として合理的な方法に

より算定された価額を

もって評価する。な

お、公正な評価額を算

定することが極めて困

難と認められる場合に

は、取得価額をもって

評価する。 

② 金融商品取引所の相場が

ないデリバティブ取引に

より生じる債権及び債務 

市場価格に準ずるもの

として合理的な方法に

より算定された価額を

もって評価する。な

お、公正な評価額を算

定することが極めて困

難と認められる場合に

は、取得価額をもって

評価する。 

（省略）  （現行どおり） 

(9) 上記に定めがない場合につい

ては、社団法人投資信託協会

の評価規則に準じて付される

べき評価額又は一般に公正妥

当と認められる企業会計の基

準と慣行により付されるべき

評価額をもって評価する。 

(9) 上記に定めがない場合につい

ては、一般社団法人投資信託

協会の評価規則に準じて付さ

れるべき評価額又は一般に公

正妥当と認められる企業会計

の基準と慣行により付される

べき評価額をもって評価す

る。 

Ⅳ．その他 Ⅳ．その他 

（省略）  （現行どおり） 

制定：平成13年３月14日 制定：平成13年３月14日 

改正：平成13年６月12日 改正：平成13年６月12日 

改正：平成13年８月29日 改正：平成13年８月29日 

改正：平成15年３月14日 改正：平成15年３月14日 

改正：平成17年３月10日 改正：平成17年３月10日 

改正：平成19年３月８日 改正：平成19年３月８日 

改正：平成21年３月12日 改正：平成21年３月12日 

改正：平成23年３月10日 改正：平成23年３月10日 

 改正：平成25年３月14日 

  

 
 （２）変更の年月日 

平成25年３月14日 


